
デジタル化の推進による新たな特殊車両通行制度の導入
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申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

通行可能な経路の通知（ウェブ上で即時に地図表示）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索（請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行
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（通行可能な経路を通行可）
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※システムやデータの管理の一元化のため、外部機関（指定機関）にアウトソーシング可能

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

※老朽化した
橋梁等は非通知

WIM（自動計測装置）による取締り

導入する新制度

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

現行（許可）制度

特殊車両の通行手続き

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り


